
 

上里町観光・物産写真使用規約 

 

令和５年４月19日決  裁  

令和７年４月１日改  定  

 

１．目的 

本規約は、上里町（以下「当町」という。）の観光・物産振興を目的とした観光・物産 

写真（以下「写真」という。）の使用にあたっての諸条件について規定する。 

 

２．用語の定義 

本規約に基づく用語「利用者」の定義は、「写真を使用し、公開する個人、団体及び法 

人」とする。 

 

３．提供データ 

  別紙「上里町観光・物産写真提供データ一覧」参照 

 

４．使用の届出 

（１）利用者は、写真をパンフレット、チラシ、新聞、広告及びホームページなどへ掲載、 

又は転載する場合は、事前に本使用規約に同意の上、上里町地域活力創造課⾧へ「上 

里町観光・物産写真使用届出書（様式第１号。以下「届出書」という。）」による届出 

をすること。 

（２）写真の使用料金は、無料とする。 

（３）写真の使用後、成果物 1 部を送付すること。 

※PDF ファイル可、ウェブの場合は URL とする。 

【送付先】〒369-0392 埼玉県児玉郡上里町大字七本木 5518 番地 

上里町地域活力創造課活力創造係 宛て 

E-mail：kankou@town.kamisato.lg.jp 

 

５．データの取り扱い 

（１）届出は、1 回（1 社・1 種・1 号・1 版）に限る。再版並びに同一用途においても、当 

初の届出内容と異なる使用をする場合は、その都度届出すること。 

（２）写真の二次使用、他者への譲渡、賃貸及び販売は認めない。 

（３）写真のイメージを毀損する又は毀損するおそれのある加工及び使用を禁止する。 

（４）画像素材自体に商品性が依存するものを製造又は販売することを禁止する。 

 

６．権利等 



（１）写真の著作権は、当町に帰属する。 

（２）写真を使用する際は、クレジット（「©上里町」又は「写真提供：上里町」）を記載す 

ること。また、ウェブで使用する場合は、併せて「複製・再転載禁止」と表記するこ 

と。 

（３）写真に含まれる人物、建築物、場所等に関する肖像権、商標権、特許権等の諸権利に 

ついての許諾交渉が必要な使用を行う場合は、利用者が自ら行うこととする。これら 

の諸権利に関する紛争が生じた場合は、利用者等の責任において解決すること。 

 

７．責任及び注意義務について 

（１）利用者は、自己の責任に基づき使用するものとし、利用者が公開するコンテンツにつ 

いて、全ての責任を負うものとする。 

（２）当町は、利用者が写真を使用する他の利用者、第三者の著作物を使用したことが原因 

で紛争、損害賠償の請求などが起こった場合の損害について一切の責任を負わない 

ものとする。 

 

８．禁止行為 

写真の使用にあたり、以下の行為を禁止する。利用者がこれらの禁止行為を行った場合、 

当町は当該利用者に対し、以後の使用を禁止するとともに法的な手段による措置をとる 

場合がある。 

（１）本規約に反する行為 

（２）法令に反する行為 

（３）公序良俗に反する行為 

（４）当町もしくは第三者の名誉や社会的信用を毀損又は不快感や精神的な損害を与える 

おそれのある行為 

（５）当町もしくは第三者の所有する知的所有権を侵害し又はそのおそれのある行為 

（６）著作権の侵害を誘発する行為 

（７）事実に反する又はそのおそれのある情報を提供する行為 

（８）前項のほか、当町が不適切であると判断する行為 

 

９．使用内容の管理について 

当町は、利用者が公開したデータの正確性、妥当性などの保存内容及び利用者の使用目 

 的に適合していることについて保証しないものとする。 

 

10．免責事項について 

当町は写真の使用に際し、利用者に対して発生した損害の一切の責任を負わないもの 

とする。また、写真の使用に際し、利用者が第三者に与えた損害の一切の責任を負わない 



ものとし、利用者が第三者に与えた損害は利用者の責任と費用をもって解決し、当町に損 

害を与えることがないものとする。 

 

11．提供の取り消し 

当該使用規約に違反あるいは条件違反による使用を発見した場合には、提供を撤回し、 

 利用者負担で回収と破棄を要求できるものとする。また、重大な規約違反と当町が判断し 

た場合には、法的措置を講じる。 

 

12．規約の改訂について 

当町は、法令等の制定、変更、廃止などの理由により、利用者への了解を得ることなく 

 本規約を変更できるものとする。 

 

13．その他 

  本規約に定めるもののほか、必要な事項については、主管課が定めるものとする。 

 

14．本件お問い合わせ先 

  上里町地域活力創造課活力創造係 

  〒369-0392 埼玉県児玉郡上里町大字七本木 5518 番地 

TEL：0495-35-1235（直通） 

E-mail：kankou@town.kamisato.lg.jp 

  



上里町観光写真使用届出書 
 

    令和  年  月  日  
上里町地域活力創造課⾧ 様 
 

申 
 

請 
 

者 

氏名又は名称  

代 表 者 名  

住    所  

担 当 者 職名  氏名  

電 話 番 号  

下記のとおり使用したく届出いたします。 
記 

使用写真  

使用期間 令和   年   月   日 から  令和   年   月   日 まで 

使用目的 □ 営利を目的としない □ 営利を目的とする 

使用内容 

□ 紙媒体 

□ パンフレット □ 広告・チラシ □ 新聞 □ 雑誌  
□ その他（                    ） 

発行部数  

□ 電子媒体 
□ テレビ・CM □ ホームページ  
□ SNS（□ Instagram □ Twitter □ Facebook） 
□ その他（                    ） 

□ その他  

使用名称  

添付書類 □ 企画書 □ デザイン案 □ その他（              ） 

□ 上里町観光・物産写真使用規約に同意します。 
                                          
 

主 管 課 使 用 欄 
 

□ 上記の届出を受理する □ 上記の届出を受理しない 
 

 
  
 

課  ⾧ 課⾧補佐 係  ⾧ 合  議 

    

 

収 受 印 

様式第１号 


